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はじめに 

教育施策は、平成２５年に策定した「四街道市教育振興基本計画」で定めた、以下

に示す「四街道市の目指す教育」を実現するため、各年度で教育行政方針を立て、当

該年度で推進する施策及び実施する事業等を示しています。 

 

四 街 道 市 の 目 指 す 教 育 

           ～四街道市教育振興基本計画から～ 

Ⅰ．基本理念 

四街道市教育振興基本計画の基本理念を次のとおり定めます。 

「明日を切り拓く、心豊かでたくましい人づくり」 

 

教育の基本理念は、「教育の根本は人づくり」という考えを基に、作成していま

す。 

  １ 知・徳・体の調和のとれた教育の推進 

変化の激しいこれからの社会を生き抜くために、確かな学力、豊かな心、健

やかな体の調和のとれた生きる力を育成する。 

  ２ 心と体の育成を根本とする子育ての推進 

「自分のためにも、社会のためにも良い行いを進んで行おうとする心｣と「自

分の体を思いのままに動かすことができる体力のある体｣の育成を根本とす

る子育てを推進する。 

  ３ 生涯を充実して生きていくための資質・能力の向上 

充実した人生を送るために、自己実現のための資質と能力の向上に日々努め

る。 

  ４ 社会の形成者となる有為な人づくり 

近年の社会構造の大きな変化と政治、経済、文化等のグローバル化に対応で

きる人づくりを進める。 

  ５ 家族を愛し、郷土や国を誇りに思う心の育成 

教育によって家族を愛する心と郷土や国を誇りに思う心を醸成するととも

に、世界の平和と繁栄に貢献する人を育成する。 
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Ⅱ．四街道市の教育が目指す姿 

四街道市の教育が目指す５つの姿を掲げます。 

 

１ 志をもち、勤勉で勇気ある子どもたち 

 

２ 教師と子どもが強い絆で結ばれた明るく楽しい学校 

 

３ 生涯にわたり生きがいをもち、充実した日々を過ごす市民 

 

４ 自然と歴史を大切にし、伝統文化を継承しながら、新しい文化を創造 

する市民 

 

５ 家庭・学校・地域が連携し、それぞれの役割を果たし合う社会 

 

Ⅲ．後期計画の基本方針 

 （基本方針 １） 

豊かな感性を育み、強い心で正義を尊ぶ、たくましい子どもを育てます 

 

 （基本方針 ２）  

確かな学力を身につけた子どもを育てます 

 

 （基本方針 ３） 

教師と子どもが深い信頼関係で結ばれた学校づくりを進めます 

 

 （基本方針 ４） 

自己実現を目指す市民の生涯学習・スポーツ活動を支援し、地域人材を育成します  

 

 （基本方針 ５） 

豊かな自然や先人の創り上げた伝統文化を受け継ぎ、新しい文化を創造する芸術

文化活動を支援します 

 

 （基本方針 ６） 

家庭・学校・地域のもつ教育力を高め合い、三者が連携する体制づくりを進めます 
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平成３１年度教育施策について 

本市教育委員会では、２５年度から「四街道市教育振興基本計画」をスタートさせ、

「四街道市の目指す教育」の実現のために「明日を切り拓く、心豊かでたくましい人

づくり」を基本理念として定めるとともに、今後１０年間を通じて目指す５つの「四

街道市の教育が目指す姿」を掲げました。今年度は３０年度で終了した前期計画の成

果と課題を踏まえ、後半５年間を後期計画として「今後５年間の基本方針」を新たに

策定し、その最初の年度となります。 

教育施策に掲げる事業は、６つの基本方針のもと、社会状況や市民ニーズ、「教育

委員会事務の点検・評価報告書」等を踏まえて策定しています。３１年度で推進する

施策並びに実施する主な事業等は、以下のとおりです。 

 

豊かな心を育む読書活動の推進では、「四街道市子ども読書活動推進計画（第三次）」

を市内各小中学校へ周知・徹底し、全職員の共通理解のもと読書活動事業を進めます。 

子どもの体力向上の推進では、各中学校からの要請に応じて、教育に対する理解と

専門的指導力を備えた地域指導者を部活動指導員として配置することで、部活動を充

実・活性化させ、生徒の競技力の向上とともに、教員の負担軽減を図ります。 

正義感・規範意識の育成では、市いじめ防止基本方針に基づき、各学校の方針の見

直しを行い、いじめの早期発見、早期解消に向けた取組の充実を図ります。また、指

導課教育サポート室と相談活動を担当する青少年育成指導教員やスクールソーシャ

ルワーカーが連携し、不登校や学校生活などの課題について、必要な支援ができるよ

うに充実した相談体制づくりに努めます。 

一人一人が輝く特別支援教育の推進では、保護者と合意形成を図りながら個別の指

導計画、個別の教育支援計画を作成し、支援方法を家庭、学校双方の共通理解のため

のツールとして活用することで、個々の児童生徒への指導・支援が充実するよう、引

き続き各校を支援します。 

学び合う授業の創造では、小学校１・２年では１学級３０人を超える学級がある学

年、小学校３～６年では１学級３５人を超える学級がある学年に少人数学級推進教員

を配置し、一人一人の実態に応じた丁寧な指導に努め、基礎基本の定着を図ることで、

わかる喜びと学ぶ楽しさを味わえる学習環境を整えます。 

教職員の授業力向上では、各校で行われる校内授業研究会での指導・助言を通して、

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を図ります。 

小中一貫教育の推進では、各中学校区における小中一貫教育推進会議等において、

特に中期（小学校５年～中学校 1 年）の充実に向けての指導・助言を行うなど、市内

全校における小中一貫教育を推進します。 

外国語教育の推進では、教育課程特例校における義務教育９年間を見通した連続性

のある英語教育についての研究を推進します。また、外国語指導助手や英語専科教員

と連携し、市教育委員会が配付した教材を活用しながら、「話す・聞く・読む・書く」

力をバランスよく育成し、実践的な英語力の育成を図ります。 
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子どもたちの学びを支える支援では、大学等と連携し、協働で取り組むことにより、

教育現場のコミュニケーション能力を育成し、外国籍児童生徒の包括的な支援体制を

整えます。 

施設設備の充実では、千代田中学校校舎大規模改造工事を進めるほか、学校トイレ

の洋式化を引き続き推進します。 

図書館の利用促進では、学校・保育所等へ移動図書館の定期巡回を拡大し、子ども

たちの身近に本を届けることを通して、子ども読書活動の一層の推進を図ります。ま

た、建設後 36 年が経過し、経年劣化が進んでいる外壁の改修工事を行い、建物の安

全性と長寿命化を図ります。 

生涯スポーツの推進では、スポーツ教室の開催や、市内小中学校の体育施設を開放

するなどの施策とあわせて、総合型地域スポーツクラブの育成を支援し、スポーツへ

の参加機会の拡充に努めます。 

地域における人材の育成・活用では、高等教育機関等と連携した市民大学講座や公

民館での主催講座を開講し、市民の学習意欲に対応する機会を提供するとともに、市

民主体の学習活動やまちづくり事業への参加などの支援を図ります。 

新しい文化の創造を支える芸術文化活動の支援では、市民の芸術文化活動の発表や

鑑賞の場、そして芸術や文化に親しむ機会として、市民文化祭を開催し、市民相互の

交流と芸術文化活動の振興を図ります。 

 

教育委員会ではこれらの事業を主体に、次に掲げる各事業を推進し、引き続き「四

街道市の目指す教育」の実現に努めてまいります。 
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平成３１年度推進施策 

 事業内容の記載は以下のとおりです。 

○…主な実施事業 

★…主な実施事業のうち、具体的に評価の対象となる事業及び数値目標  

（ ）内の数値は会議・研修等の開催数及び人数（数値は評価の参考とする） 

 （ ）外の数値は評価の対象となる数値目標  

基本方針１ 

「豊かな感性を育み、強い心で正義を尊ぶ、たくましい子どもを育てます」 

 

（主な施策と事業） 

１．豊かな感性を育む教育を推進します 

《施策の主題》心がわくわくする体験的な学習の充実 

子どもの感性を磨き、豊かな心を育むために、様々なかかわりを通して学ぶ体験的

な学習を推進します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○体験的な学習の推進 

 ★体験的な学習に関する情報の共有化への支援 

 ★指導主事等による授業参観、助言 

教職員研修

事業 

（指導課） 

 

《施策の主題》豊かな心を育む読書活動の推進 

市子ども読書活動推進計画に基づき、司書教諭を中心に、教職員と学校司書とが連

携し、学校図書館を活用した授業の推進を図るとともに、児童生徒の発達段階に応じ

た適切な本の紹介を行うなど、本の魅力を伝える活動を推進します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○「四街道市子ども読書活動推進計画（第三次）」の推進 

 ★全校で学校図書館図書標準達成（※１） 

 ★読書タイムの実施（全校） 

 ★学校図書館を活用した授業の推進 

 ★学校司書の全校配置 

 ★読書活動推進研修会（１回） 

 ★学校司書研修会（３回） 

 ★子ども読書活動推進会議（２回） 

 ★子ども読書活動推進担当者会議（２回） 

 ★子ども読書活動推進連絡会（１回） 
 

※１ 学校図書館図書標準 

 文部科学省が学校図書館の図書の整備を図る際の目標として、学級数に応

じた冊数を設定したもの。 

読書活動活性化

支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

（指導課） 
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２．強い心と正義感を育成します 

 

《施策の主題》自尊感情の育成      

子どもたち一人一人が、「人の役に立っている」「人から必要とされている」といっ

た自己有用感、「できた」、「やり遂げた」といった自信などを、実感として味わえる

教育活動の充実に努めます。 

《施策の主題》正義感・規範意識の育成 

 「市いじめ防止基本方針」をもとに、「いじめは絶対に許されない」との認識のも

と、いじめの未然防止や早期発見、早期対応を可能にするため、家庭・学校・地域・

関係機関等が連携し、「いじめを許さない学校づくり」を進めます。 

また、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーと連携し、相談支援

体制の充実に努めます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○「命の教育」の推進 

 ★８つの方策の実践（※２） 

 ★「思いやる心 強い心 自尊感情の育成」のための指導・助言 

 ★「考え、議論する」道徳授業に向けての指導・助言（各校１回） 
 

※２「命の教育」推進のための８つの方策 

 ①「命の教育」全体計画の作成と実施 

②確かな児童生徒理解と組織的な対応 

 ③道徳教育の充実 

④市いじめ防止基本方針に基づいた取組 

 ⑤自分の命も周囲の人の命も大切にする心の育成 

 ⑥生徒指導の機能を生かした「わかる授業」の展開 

 ⑦教育サポート室と青少年育成センターの連携による相談支援体制の充実  

 ⑧相談機関の周知 

 

○教職員研修会の開催 

 ★いじめ防止に関する研修会（１回） 

 ★道徳教育研修会（１回） 

 ★人権教育研修会（１回） 

 ★特別支援教育研修会（２回） 

 ★情報モラル教育研修会（１回） 

教職員研修

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 
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２ 

○市いじめ防止基本方針に基づく取組 

 ★いじめ撲滅キャンペーン 

 ★いじめ問題に関する取組の重点等の配布 

 ★いじめアンケートの実施 

★懸垂幕掲示 

○スクールカウンセラーによる相談業務 

 ★スクールカウンセラーの配置（１０人） 

 ★児童生徒を対象にした相談活動 

 ★保護者を対象にした相談活動 

 ★教職員を対象にした相談活動 

○学校教育相談室「ルームよつば」の運営 

★長期欠席児童生徒指導員の配置（４人） 

★電話・来室による相談活動 

★通室児童生徒への適応指導 

★関係機関との連携 

○学校、関係専門機関とのネットワーク体制の構築 

 ★サポートネットワーク会議（３回） 

教育相談体制

支援事業 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課 

教育サポート室） 

３ 

○学校・家庭教育に関する教育相談の推進 

 ★スクールソーシャルワーカーの配置（１人） 

 ★青少年育成指導教員の配置（４人） 

 ★スクールソーシャルワーカーと青少年育成指導教員の連携 

 ★学校訪問による情報交換（各学期１回） 

青少年育成

支援事業 

 

 

（青少年育成センター） 
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３．たくましい子どもを育成します 

 

《施策の主題》子どもの体力向上の推進 

学校生活全般における体育的活動の充実を図るとともに、心身共にたくましい子ど

もを育成するために、運動部活動が充実するよう支援を行います。また、専門知識・

技能を有する外部指導者を小中学校に派遣し、競技力の向上と教職員の指導力向上を

図ることで、スポーツの楽しさや喜びを味わい、生涯にわたって豊かな運動習慣を身

に付けた子どもの育成を目指します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○児童生徒の運動能力、体力の向上 

 ★新体力テストの集計及び分析 

 ★ラジオ体操の推奨 

 ★運動能力証の交付率の向上 

○教職員の指導力向上 

 ★体育科・保健体育科の授業参観及び指導・助言 

 ★体育主任会での指導・助言 

 ★小学校の陸上練習へ指導者を派遣 

 ★中学校へ部活動指導員を配置 

学校体育振興

事業 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 
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《施策の主題》食育と健康教育の推進 

子どもたちが、正しい知識と望ましい食習慣を身に付けられるように、食に関する

指導の充実を図るとともに、食や料理への関心、食材や調理する人への感謝の気持ち

を育成します。また、健康の維持増進に必要な、望ましい生活習慣を身に付ける活動

を推進します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 
○健康診断の実施 

 ★受診率１００％(全児童生徒対象項目：内科・歯科・尿) 

健康診査事業 

（学務課） 

２ 

○薬物乱用防止教室の実施（小学校） 

 ★全校 

○非行防止教室の実施（中学校） 

 ★全校 

学校保健安全

事業 

 

（学務課） 

３ 

○養護教諭連絡会議の開催 

 ★養護教諭連絡会議（３回） 

学校衛生管理

事業 

（学務課） 

４ 

○食に関する指導の充実 

 ★「食に関する指導の指針」の見直し 

 ★食育研修会（１回） 

 ★栄養士会での指導・助言 

○「弁当の日」の実施 

 ★全校 

教職員研修

事業 

 

 

 

（指導課） 

５ 

○食育の充実 

 ★学校給食運営委員会（２回） 

学校給食管理

運営事業 

（指導課） 
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４．保幼・小・中・高・大・特別支援学校等の教育機関の連携を推進します 

 

《施策の主題》異校種・教育機関との連携推進 

市内に保育所（園）・幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学、そして特別支援

学校という多様な校種が存在する教育環境を有効に活用し、発達段階に応じた継続的

な指導を実施するとともに、校種間の連携を通して教育活動の充実を図ります。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○異校種・教育機関との研修会の実施 

★保幼小連携教育研修会（１回） 

★特別支援教育研修会（通常学級担任等対象）（１回） 

★特別支援教育連絡会議(３回) 

教職員研修

事業 

 

（指導課） 

 

 

《施策の主題》一人一人が輝く特別支援教育の推進 

生涯にわたる途切れのない支援を目指して、保幼・小・中・高・特別支援学校、関

係機関が一体となる支援体制を推進します。 

また、この体制をもとにした学校内外の交流及び共同学習や、特別支援学校に在籍

する子どもが、居住する地域で学ぶ居住地校交流を支援します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○一人一人の教育的ニーズに応じた支援の充実 

★相談支援ファイル「にじいろサポート」の活用促進 

★個別の指導計画の作成・活用への指導・助言 

★個別の教育支援計画の作成・活用への指導・助言 

○特別支援教育に関する会議等の開催 

★特別支援連携協議会（２回） 

★特別支援教育連絡会議（３回） 

○交流及び共同学習の推進 

 ★学校内外の交流及び共同学習の推進 

 ★居住地校交流の支援 

特別支援教育

推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

２ 

○教育支援に関する事業の実施 

★教育支援委員会（３回） 

★教育支援、就学相談の実施  

教育支援事業 

 

（指導課） 

３ 

○特別支援教育関係行事への支援 

 ★特別支援合同学習会等バス借上げ 

地域学習支

援事業 

（指導課） 
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基本方針２ 

「確かな学力を身につけた子どもを育てます」 

 

（主な施策と事業） 

１． 魅力ある授業を推進します 

 

《施策の主題》少人数学級の推進 

児童生徒一人一人の実態に応じた丁寧な指導に努め、基礎基本の定着を図ることで、

わかる喜びと学ぶ楽しさを味わえる学習環境を整えます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○少人数学級推進教員の配置（※３） 

 ★小学校１・２年：１学級３０人を超える学級がある学年 

★小学校３～６年：１学級３５人を超える学級がある学年 
 

※３ 千葉県学級編制基準により、小学校３年は３５人数学級のため、少人

数学級推進教員の配置はなし。 

少人数学級

推進事業 

 

 

（学務課） 

 

 

《施策の主題》教職員の授業力の向上 

各小中学校を授業力向上研究校に指定し、全ての教職員が公開授業の実施と他校の

授業参観を行うことで、教職員の授業力を向上させる機会を充実させていきます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○「授業力向上研究指定校」として全校指定 

 ★全教員による公開授業、授業研究等の実施 

 ★他校公開授業への参加 

○教職員の資質向上のための研修事業の実施 

 ★教職員研修会（１４講座１７回） 

 ★各種機関・団体主催研修会への参加促進 

○ユニバーサルデザインの観点を意識した授業づくり（※４） 

 ★授業研修会、授業参観等での指導・助言 
 

※４ 学校における授業のユニバーサルデザインとは、環境を工夫する、学

習のルールを明確化する、視覚的な支援を行う、発問や説明の工夫をす

る等の取組により、だれもがわかりやすく、安心して学習に参加できる

ようにすること。これらの取組は、障害のある児童生徒には「ないと困

る支援」であり、ほかの児童生徒にも「有効な支援」となる。 

教職員研修

事業 

        

        

 

 

 

 

 

 

        

（指導課） 

２ 

○全国学力・学習状況調査及び県標準学力検査の結果分析 

 ★分析をもとにした、指導主事等による指導・助言 

 ★分析結果の市ホームページへの掲載 

指導事務事業 

 

（指導課） 
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《施策の主題》主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善について教職員の理解を深め、

各学校において、児童生徒の実態を的確に把握し、単元・題材など内容や時間のまと

まりを見通しながら授業改善が図られるよう支援します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○指導主事等による授業改善に向けての指導・助言 

 ★校内授業研究会での指導・助言 

 ★指導主事、教科協力員等の学校訪問（各校５回以上） 

教職員研修

事業 

（指導課） 
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２．夢を育む教育、外国語教育等多様な学びを推進します 

 

《施策の主題》小中一貫教育の推進 

 義務教育９年間を一体的に捉え、子どもの学力向上、豊かな心の育成、基本的生活

習慣の確立を図れるよう、市内全小中学校での小中一貫教育を推進します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○市内全校における小中一貫教育の体制整備 

 ★小中一貫教育コーディネーター会議（２回） 

 ★小中一貫教育進捗状況調査 

小中一貫教育

体制整備事業 

（学務課） 

２ 

○市内全校における小中一貫教育の推進 

 ★「小中一貫教育だより」の発行 

★学校だより等による小中一貫教育の取組の紹介 

★各中学校区における小中一貫教育推進会議等での指導・助言 

 ★「サンプル学習指導案」の改訂 

 ★小中一貫教育研修会（１回） 

小中一貫教育

推進事業 

 

 

 

（指導課） 

 

 

《施策の主題》夢を育む教育の推進 

 キャリア教育を推進し、子どもが将来の夢と希望を抱き、社会の中で自分らしい生

き方を見出すことができるような取組を支援するとともに、子どもたちに興味や関心

を促す学習機会の充実を図ります。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○キャリア教育の推進 

 ★校内推進体制整備、全体計画作成への支援 

 ★キャリア教育推進会議（２回） 

○職業人と関わる活動の支援 

 ★小学校の職場見学への支援 

 ★中学校の職場体験への支援 

 ★職業人による講演活動等への支援 

○中学生の被爆地への派遣 

 ★広島市に１０人の生徒を派遣（各校２人） 

 ★中学生広島派遣事業報告書の作成 

小学校・中学校

キャリア教育

推進事業 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

《施策の主題》外国語教育の推進 

 小中一貫教育における英語教育として、義務教育９年間を見通した学習を推進し、

小学校では体験型授業から、活動型授業、教科型授業へと移行し、中学校では英語に

よる授業を行うなど実践的な英語力の育成を図り、社会のグローバル化に対応できる

人間形成を目指します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○実践的な英語力の育成 

 ★外国語指導助手の派遣（１０人） 

 ★外国語教育研修会（小中学校別各１回） 

 ★指導主事、外国語教育コーディネーターによる巡回指導 

 ★中学校３年生への英語検定料助成 

 ★長期休業中の児童生徒対象英語学習会等の実施 

 ★小学校教員対象の研修会の実施 

 ★外国語教育推進検討委員会（３回）及び作業部会（４回） 

○外国語指導助手への指導・助言 

 ★指導主事等による授業参観 

 ★外国語教育コーディネーターによる授業参観 

○義務教育９年間を見通した連続性のある英語教育の推進 

★四街道市外国語科指導基準の策定 

★義務教育９年間を見通した指導計画等の作成 

★教育課程特例校（旭中学校区４小学校）における「英語科」

授業研究への支援 

 ★小学校教員及び中学校外国語科教員の教育課程特例校「英

語科」授業参観 

外国語指導

助手派遣事業 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

外国語教育

推進事業 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 

 

 

《施策の主題》情報教育の推進 

 情報活用能力を育成するために、ＩＣＴ（情報通信技術）機器を活用し、わかりや

すく深まりのある授業を展開するとともに、情報へのかかわり方を学ぶ情報モラル教

育を推進します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○ＩＣＴ機器を活用した授業づくりの支援 

 ★小中学校のＩＣＴ機器の整備 

 ★授業におけるＩＣＴ機器の活用 

 ★プログラミング教育研修会（１回） 

○情報モラル教育の推進 

 ★情報モラル教育研修会（１回） 

小学校・中学校

コンピュータ 

機器管理整備

事業 

（指導課） 

教育ネットワーク

基盤整備事業 

（指導課） 
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３．学校教育を充実させるための支援を行います 

 

《施策の主題》家庭との連携による学習習慣の形成 

 望ましい家庭学習の在り方について、小中一貫教育推進の観点から中学校区ごとに

「手引き等」を作成し、学校や家庭を支援します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○望ましい学習習慣形成のための啓発 

 ★ホームページへの家庭学習に関する記事の掲載 

 ★学校だよりによる啓発 

 ★各中学校区の実態に応じた手引き等の活用 

 ★学習支援ソフトの活用 

指導事務事業 

（指導課） 

教育ネットワーク

基盤整備事業 

（指導課） 

 

 

《施策の主題》子どもたちの学びを支える支援 

 各校の要請や実態に応じ、個別の対応が必要な子どもたちのために様々な支援を行

います。また、部活動での活躍を支援するために支援を行います。さらに、外国籍児

童生徒については、語学指導に必要な支援が迅速に行われるよう努めます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○生徒指導上の学級支援 

 ★生徒指導補充教員の派遣 

○外国籍等の児童生徒への日本語指導 

 ★語学指導員の派遣 

 ★関係団体との連携 

学校支援職員

派遣事業 

 

 

（学務課） 

２ 

○大学等との連携による外国籍等の児童生徒に対する言語・文

化的相違への対応及び包括的支援 

 ★多文化教育スーパーバイザーの養成 

 ★外国にルーツをもつ児童生徒支援推進モデル校の指定 

外国人市民

コミュニケーション

支援事業 

（学務課） 

３ 

○生徒の部活動大会参加経費の助成 

 ★関東大会以上 

  

生徒派遣等

助成事業 

（学務課） 

４ 

○中学校部活動への支援 

 ★部活動経費の助成 

  

中学校部活動

補助事業 

（学務課） 

５ 

○経済的理由による就学困難な児童生徒への支援 

 ★保護者に対する学用品費、給食費等の助成 

○特別な支援を必要とする児童生徒への支援 

 ★保護者に対する学用品費、給食費等の助成 

児童生徒就学

助成事業 

 

（学務課） 
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６ 

○特別な支援を必要とする児童生徒への支援 

★特別支援教育支援員の配置 

★特別支援教育支援員研修会（１回） 

○相談体制の整備 

★巡回相談員の派遣（５４日） 

★発達検査の実施 

★巡回相談の実施 

特別支援教育

推進事業 

 

 

 

 

（指導課） 

７ 

○中学校運動部活動への支援 

 ★部活動指導員の配置 

学校体育振興

事業 

（指導課） 
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基本方針３ 

「教師と子どもが深い信頼関係で結ばれた学校づくりを進めます」 

 

（主な施策と事業） 

１．信頼される教職員の育成を図ります 

《施策の主題》教職員の資質能力の向上 

 教科についての専門的知識や指導技術などを確実に身に付けるとともに、様々な教

育問題に適切に対応できる資質の向上のために、研修内容の充実に努めます。また、

既存の研究団体が実施する各種の研究会・研修会及び自主研修会の運営・参加につい

ても支援することで、自らの力量を高める機会の充実を図ります。さらに、本市の教

育振興や教育活動へ貢献したと認められる優れた教職員の顕彰を進めます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○優れた教職員の顕彰 

 ★学校への周知等による表彰候補者の把握 

教育委員会

表彰事業 

(学務課・教育総務課) 

２ 

○教職員の資質向上のための研修授業の実施 

 ★教職員研修会（１４講座１７回） 

 ★各種機関・団体主催研修会への参加促進 

○各種研究団体への支援 

 ★補助金及び負担金の交付 

教職員研修

事業 

 

 

（指導課） 

 

《施策の主題》子どもに向き合える環境づくり 

 教職員が子どもたちと向き合う時間を確保するために人的支援を行うとともに、Ｉ

ＣＴ機器の効果的な活用、調査や報告事務の簡略化などの見直しを行い、学校事務の

効率化を図ります。また、教職員の心の健康維持のため、メンタルヘルスケアの促進

を図ります。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 
○教職員のメンタルヘルスケアの促進 

 ★健康相談の実施 

健康診査事業 

（学務課） 

２ 

○学級経営等に対する指導・助言 

 ★指導主事等による直接指導 

 

教職員研修

事業 

（指導課） 

３ 

○ＩＣＴ機器の適切な運用・管理 

 ★校務用パソコン等の機器の整備 

 ★校務の情報化の推進 

○校務支援システムの効果的な運用 

 ★業務別研修会（２回） 

 ★学校別巡回研修会（各校１回） 

教育ネットワーク

基盤整備事業 

 

 

 

（指導課） 
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２．地域と共にある学校づくりを推進します 

 

《施策の主題》地域が誇れる開かれた学校づくりの推進 

 保護者・地域と教職員が教育についての問題意識を共有することで、開かれた学校

づくりを推進します。また、地域と連携した魅力的な学校づくりを推進し、学校の教

育力が地域の中で充分な役割を果たすよう努めます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○地域と共につくる学校づくり 

 ★学校評議員の委嘱 

学校評議員

事務事業 

（学務課） 

２ 

○地域による学校支援 

 ★総括支援コーディネーターの委嘱（１人） 

 ★地域コーディネーターの委嘱（各校１人） 

 ★地域コーディネーター会議（２回） 

 ★地域コーディネーターを中心とした地域ボランティアによ 

る学校支援活動 

 ★学校だより等での地域による学校支援活動の紹介 

○開かれた学校づくり 

 ★地域への授業公開 

 ★ホームページ更新 

 ★各種たより等の充実及び地域への回覧 

学校支援活動

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課） 
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３．安全・安心な学校づくりを推進します 

 

《施策の主題》安全教育・安全体制の充実      

 大規模な自然災害を想定した防災教育の実施等を通して、実践的な危機対応能力等

を育てるとともに、地域や関係機関と連携した安全教育が推進されるよう、指導・助

言を行います。また、学校内外に発生する事件・事故から子どもたちを守るため、通

学路の安全を確保するとともに、「学校安全計画」等について、実態に応じた見直し

を適宜行います。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○通学路の安全確保 

 ★学校からの要望による危険箇所の点検 

 ★関係機関との合同による危険箇所点検  

通学路安全

管理事業 

（学務課） 

２ 

○防犯・安全用品の配付 

 ★小学１年生への防犯ブザー、ランドセルカバーの配付 

○緊急搬送用自動車の借り上げ 

 ★児童生徒の医療機関への搬送 

学校支援事業 

 

 

（学務課） 

３ 

○安全体制の充実 

 ★各校の「危機管理マニュアル」の点検及び指導 

学校安全管理

事業 

（学務課） 

４ 

○安全教育の充実 

 ★交通安全への指導・助言 

 ★不審者対応への指導・助言 

○防災教育の充実 

 ★避難訓練への指導・助言 

学校安全事務

事業 

 

 

（指導課） 
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《施策の主題》施設設備の充実 

 法令による点検及び維持管理点検を確実に行い、安全安心な教育環境を維持し、各

学校の状況に応じた大規模改修や修繕等を行います。また、施設の整備については、

市公共施設等総合管理計画に基づき計画的に進めます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○小学校施設等の環境整備と維持管理 

 ★普通教室の空調設備整備 

★トイレ洋式化工事 

 ★電話設備改修工事 

★施設設備の点検と保守管理 

 ★施設設備の維持補修工事 

小学校施設

設備維持管理

事業 

 

 

（教育総務課） 

２ 

○中学校施設等の環境整備と維持管理 

 ★特別教室（音楽室）の空調設備整備 

★電話設備改修工事 

 ★施設設備の点検と保守管理 

 ★施設設備の維持補修工事 

中学校施設

設備維持管理

事業 

 

（教育総務課） 

３ 

○老朽化した校舎の大規模改造事業 

 ★千代田中学校の大規模改造工事 

★千代田中学校の大規模改造工事施工監理等委託 

中学校施設

大規模改造

事業 

（教育総務課） 

４ 

○環境検査の実施 

 ★水質検査や空気検査、揮発性有機化合物検査等（各１回） 

学校衛生管理

事業 

（学務課） 
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基本方針４ 

「自己実現を目指す市民の生涯学習・スポーツ活動を支援し、地域人材を育成し

ます」 

 

（主な施策と事業） 

１．生涯学習活動、地域づくりのための生涯学習環境の整備を図ります 

 

《施策の主題》生涯学習環境の整備 

 社会教育施設の整備を計画的に進め、生涯学習や地域活動の拠点づくりを進めます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○公民館の環境整備と維持管理 

 ★施設設備の点検と保守管理 

 ★施設設備の維持補修  

公民館管理 

運営事業 

（社会教育課） 

２ 

○社会教育事業への補助金交付 

 ★社会教育関係５団体 

 ★青少年育成関係３団体 

社会教育支援

事業 

（社会教育課） 

３ 

○社会教育活動や文化活動の場の提供 

 ★和良比小学校及び四街道中学校の特別教室 

小中学校施設

開放事業 

（スポーツ振興課） 

 

 

《施策の主題》公民館活動の充実 

 指定管理者制度により民間活力を生かし、生涯学習を通した地域活動の拠点となる

公民館運営を推進します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○指定管理者による管理運営 

 ★指定管理者との連携 

○主催講座の開催 

 ★青少年対象（１講座） 

 ★親子対象（３講座） 

 ★成人対象（８講座） 

 ★高齢者対象（３講座） 

公民館管理 

運営事業 

 

 

 

 

（社会教育課） 
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《施策の主題》図書館の利用の促進 

 市民が必要とする多様な情報について、積極的に資料を収集し提供するとともに、

利用者の利便性の向上に努めます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○図書館の適正な運営 

 ★図書館協議会（２回） 

○施設設備の改修・保守管理 

 ★外壁改修工事 

図書館管理

運営事業 

 

（図書館） 

２ 

○資料の充実 

 ★新刊等の資料購入（１０，０００冊） 

○サービスの充実 

 ★開館日数（３２９日） 

 ★貸出冊数（４００，０００冊） 

 ★図書館ホームページの充実（情報発信３６回） 

 ★予約・リクエスト（３４，０００件） 

 ★季節展示、特別展示（１６回） 

 ★資料案内・各種サービス案内の配布（１０６回） 

 ★自学自習席の充実 

（学習席７，０００人、えんぴつルーム８００人） 

★返却ポスト（９箇所） 

 ★移動図書館ドリーム号巡回（２９拠点） 

 ★除籍資料のリサイクル（１４，０００冊） 

 ★視聴覚教材・機材の貸出（６０件） 

資料管理整備

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図書館） 

３ 

○主催事業の開催 

 ★おはなし会（４８回） 

 ★絵本の会（４４回） 

 ★子どもの本の学習講座（５回／１コース） 

 ★絵本の選び方講座（１回） 

 ★科学あそびと工作の会（１回） 

 ★伝承あそびの会（６回） 

 ★図書館ミニ講座（３回） 

 ★読書会（２回）  

○「はじめまして、絵本」の実施 

 ★乳児への絵本配布（１２回） 

○保育園・幼稚園との連携 

 ★出張おはなし会、来館おはなし会（２１回） 

○小中学校読書感想文・感想画コンクールの実施 

 ★感想文（４，２００点）、感想画（１５０点） 

読書学習推進

事業 
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○市内小中学校及び高等学校との連携 

 ★学校図書館への定期訪問（各校１回） 

 ★授業用資料及び読書の相談（１００回） 

 ★配送による資料貸出（５０回） 

○図書館サポーター活動の推進 

 ★除籍資料のリサイクル準備（４８回） 

 ★「はじめまして、絵本」での絵本紹介（１２回） 

 ★おはなし会等行事への参加（１１回） 

 

 

 

 

 

 

 

（図書館） 
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２．心身共に健康な生活を送るためのスポーツ振興を推進します 

 

《施策の主題》スポーツ環境の整備 

 子どもから大人まで、全ての市民が生涯にわたってスポーツに親しむことができる

生涯スポーツ社会の実現を図ります。また、市民が安全かつ快適に施設を利用できる

よう適正な維持補修と管理に努めます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○スポーツ・レクリエーション活動の場の提供 

 ★小学校校庭の開放（全校） 

 ★小中学校体育館の開放（全校） 

小中学校施設

開放事業 

（スポーツ振興課） 

２ 

○総合公園体育施設及び温水プールの適切な管理 

 ★指定管理者による管理運営 

 ★施設設備の修繕・維持工事 

体育施設管理

運営事業 

（スポーツ振興課） 

 

 

《施策の主題》活力あるスポーツ活動の支援 

 市民ニーズに応じた質の高い指導ができる人材の養成・確保・活用を図るとともに、

個々のライフスタイルに応じて健康づくりをはじめとした身体を動かすことへの習

慣化が図れるよう努めます。また、身の回りにある施設を利用して取り組めるスポー

ツの推奨に努めます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○スポーツ教室の開催 

 ★スポーツ教室（１９教室） 

○体育の日行事の開催  

 ★実施プログラム（８プログラム） 

 ★イベント参加延人数（６００人） 

 ★総合公園体育館（トレーニングルーム含む）の無料開放 

○スポーツ指導者の確保・育成 

 ★情報の発信 市政だより掲載（２回） 

 ★スポーツリーダーバンク登録者研修会（１回） 

○スポーツ推進委員連絡協議会の活動支援 

 ★体力測定会（２回） 

★ニュースポーツ体験会（３回） 

 ★広報紙「はつらつ」の発刊（１回） 

スポーツ普及

促進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（スポーツ振興課） 

２ 

○総合型地域スポーツクラブの支援 

★活動への助言 

★活動場所の提供 

★会員確保の支援 

 ★情報提供の充実 市政だより掲載（６回） 

総合型地域

スポーツクラブ

育成支援事業 

 

（スポーツ振興課） 
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３ 

○ガス灯ロードレース大会の開催 

 ★参加申し込み人数（４，０００人） 

 

ガス灯ロードレース

大会事業 

（スポーツ振興課） 

４ 

○本市会場競技の運営 

 ★バレーボール、テニス 

○市代表選手の派遣 

 ★派遣（１６競技２４種目、３００人） 

印旛郡市民

体育大会事業 

 

（スポーツ振興課） 

５ 

○体育協会の育成支援 

 ★補助金の交付 

★体育協会及び加盟競技団体が実施する大会等の支援 

 体育協会主催大会数（１９大会） 

体 育 協 会 

事務事業 

 

（スポーツ振興課） 
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３．高等教育機関等との連携と地域人材の育成・活用を推進します 

 

《施策の主題》高等教育機関等との連携した学習機会の提供 

 大学等の高等教育機関と連携し、多様な学習情報を提供するとともに、生涯学習の

成果を活用し、まちづくりに貢献できる人材の育成を図ります。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○高等教育機関との連携 

 ★市民大学講座（専門課程８回）  

市民大学講座

事業 

（社会教育課） 

２ 

○高等教育機関との連携 

 ★大学でのパソコン講習会（２回） 

公民館管理

運営事業 

（社会教育課） 

 

 

《施策の主題》地域における人材の育成・活用 

 市民の主体的な学習活動の推進やまちづくりへの参加などを通して、活動を推進す

る市民の人材の育成を図ります。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○学習活動の推進とまちづくりを担う人材の育成 

 ★市民大学講座（一般課程１０回） 

市民大学講座

事業 

（社会教育課） 

２ 

○人材の育成・活用 

 ★生涯学習まちづくり出前講座 

 ★生涯学習生きがいづくりアシスト事業 

○広報活動の充実 

 ★市政だより、ホームページ、ＳＮＳ等のさらなる活用 

 ★チラシの作成 

生涯学習推進

事業 

 

 

 

（社会教育課） 
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基本方針５ 

「豊かな自然や先人の創り上げた伝統文化を受け継ぎ、新しい文化を創造する芸

術文化活動を支援します」 

 

（主な施策と事業） 

１．四街道の豊かな自然を大切に思う心の醸成を図ります 

 

《施策の主題》“ふるさと四街道”自然環境 の学習 

自然を利用した遊びや自然観察、フィールドワークによる調査や活動等を通して、

現在の四街道の自然を守る心を育てる学習を推進します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○環境学習の推進 

 ★総合的な学習の時間等における地域の自然等に関する学習

の推進 

 ★地域人材を活用した体験的な学習への支援 

学校支援活動

事業 

 

（指導課） 

 

 

《施策の主題》食をとおしたふるさと四街道への愛着の醸成 

 地場産物を積極的に活用し、本市産の野菜を使ったり、子どもたちのアイデアを取

り入れたりした給食の献立や、様々な食文化の学習等を通して、郷土を心の拠り所に

する気持ちを養います。また、学校における食育に関する研修会を実施し、児童生徒

の食育の推進に努めます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○食育推進のための研修会の開催 

 ★食育研修会（１回） 

教職員研修

事業 

（指導課） 

２ 

○地場産物の活用 

 ★市内全校で梨の共同購入 

 ★中学校区ごとに統一献立の実施（３回） 

 ★学校給食運営委員会（２回） 

○食に対する関心とふるさとへの愛着の醸成 

 ★地場産物を使った親子料理教室（２回）  

学校給食管理

運営事業 

（指導課） 

共同調理場

運営事業 

（学校給食共同調理場） 
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２．地域や日本の伝統文化の継承を推進します 

《施策の主題》“ふるさと四街道”伝統文化 の学習と地域遺産の保護・保存、継承 

 今も生きる伝統文化を受け継いでいこうとする心を育てる学習を推進します。また、

市内の文化財を活用した学習機会の充実を図るとともに、地域に伝わる伝統文化や伝

統行事など、無形民俗文化財の保存・継承事業を支援します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○“ふるさと四街道”についての学習支援 

 ★校外学習の支援 

 ★社会科副読本「わたしたちの四街道」の刊行 

 ★小学校３・４年生の地域学習用バス借上げ 

○歴史民俗資料室の活用 

 ★活用例の提示 

地域学習支援

事業 

 

 

 

（指導課） 

２ 

○地域の文化財や歴史資料の活用 

 ★見学会の開催 

○文化財の保護管理 

 ★歴史広場の維持管理 

★指定文化財等の保護管理 

○伝統行事等の保存・継承支援 

 ★文化財保存事業助成金の交付 

文化財保護

管理事業 

 

 

 

 

（社会教育課） 

３ 

○歴史民俗資料室の管理運営 

 ★社会科見学等の受入 

 ★歴史民俗資料の管理 

○歴史民俗資料の活用 

 ★民具の貸出 

★出前授業の実施 

★カイコ教室の開催 

歴史民俗資料

施設整備事業 

 

 

 

 

（社会教育課） 

４ 

○埋蔵文化財包蔵地の保護 

 ★試掘調査 

○市内遺跡調査 

 ★市内遺跡の発掘調査 

 ★市内遺跡の整理及び報告書刊行 

 ★詳細遺跡分布調査 

埋蔵文化財

発掘調査事業 

 

 

 

（社会教育課） 

５ 

○市史編さん基本方針・刊行計画の推進 

 ★歴史資料の収集 

 ★古文書の解読・保存管理 

 ★資料のデジタル化 

 ★史料目録の整理 

 ★史料集の刊行 

市史編さん

事業 

 

 

 

（社会教育課） 
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３．四街道の新しい文化の創造を支える芸術文化活動を支援します 

 

《施策の主題》芸術文化活動の支援 

 芸術文化団体への支援と育成を行います。また、市民文化芸術活動の向上や裾野の

拡大を図り、本市の特徴を生かした新たな文化の発見や創造につながる活動への支援

を推進します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○市民文化祭の開催（※５） 

 ★行事数（２５行事） 

 ★団体数（１４０団体） 

 ★参加人数（２６，０００人 来場者含む） 

※５ 文化センター耐震改修工事の予定あり 

市民文化祭

事業 

 

 

（社会教育課） 

２ 

○優れた公演・展覧会の開催 

 ★市民演劇公演の実施 

 ★郷土作家展の開催 

 ★子どもミュージカルの実施 

 ★小中学校音楽鑑賞教室の開催 

市民芸術公演

事業 

 

 

（社会教育課） 

３ 

○作品展示・発表の場の提供 

 ★市民ギャラリーの管理運営 

○市民芸術文化活動団体の支援 

 ★芸術文化振興助成金の交付 

 ★芸術文化団体連絡協議会活動補助金の交付 

芸術文化活動

支援事業 

 

 

（社会教育課） 
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基本方針６ 

「家庭・学校・地域のもつ教育力を高め合い、三者が連携する体制づくりを進め

ます」 

 

（主な施策と事業） 

１．家庭の教育力の向上のため、保護者への支援及び地域と連携した事業を推進し

ます 

 

《施策の主題》家庭教育の支援 

 未就学児や児童生徒の保護者等に家庭教育の大切さを学ぶ機会を提供します。また、

子育てに関する情報の提供、講座等による学習会や親子のふれあいの機会を設けるな

ど家庭教育の充実を図るとともに、地域で子どもを育む環境づくりを進め、ＰＴＡ等

と連携し、家庭の教育力を高めます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○家庭教育に関する講座等の開催 

 ★子育て学習講座（全校） 

 ★地域・家庭教育学級への支援 

子育て学習

事業 

（社会教育課） 
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２．子どもたちが健全に育つ環境づくりを推進します 

 

《施策の主題》心豊かで健やかに育つ環境づくりの推進 

 地域の人々との協働によって、放課後や週末の子どもたちの安全・安心な居場所を

開設します。また補導委員による活動を通して、子どもたちが地域社会の中で心豊か

で健やかに育つ環境づくりを推進します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○放課後子ども教室の開設 

 ★「あそびの城」 

★「出会い体験夢ひろば」 

★「にこにこ文庫さとの子会」 

放課後子ども

教室推進事業 

 

（社会教育課）   

２ 

○青少年の健全育成 

 ★青少年健全育成推進大会の開催 

 ★青少年健全育成キャンペーンの実施 

 ★青少年問題協議会（１回）・小委員会（２回） 

青少年健全育成

事業 

 

（スポーツ振興課） 

３ 

○青少年体験活動実行委員会の支援 

 ★通学合宿の実施（四街道公民館・旭公民館） 

青少年体験

活動事業 

（スポーツ振興課） 

４ 

○青少年補導委員連絡協議会への支援 

 ★「愛の一声」活動（街頭補導 週２～３回） 

★環境浄化活動（月２～３回） 

★市内高校生との合同パトロールの実施（年１回）  

青少年育成

支援事業 

 

（青少年育成センター） 
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《施策の主題》体験・交流活動等の場づくり 

 子どもたちがその年齢に応じた生活や社会の中で役立つ技能の取得などの体験活

動事業を推進します。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 
○「新成人のつどい」の開催（成人式実行委員会と共催） 

★新成人の参加率７５％以上 

成人式事業 

（社会教育課） 

２ 

○青少年相談員連絡協議会の支援 

 ★事業支援 

 ★補助金の交付 

地域青少年

活動活性化

事業 

（スポーツ振興課） 

３ 

○子ども会育成連合会の支援 

 ★事業支援 

 ★補助金の交付 

青少年育成

活動支援事業 

（スポーツ振興課） 

４ 

○青少年育成センターオープンスペースの開放 

 ★平日９時から１７時まで（会議等での使用時を除く） 

 ★市ホームページや市政だより、機関紙「一期一会」等を利 

用した周知 

青少年育成

支援事業 

 

（青少年育成センター） 
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３．家庭・学校・地域が連携した体制づくりを推進します 

 

《施策の主題》地域人材の活用による学校支援や地域づくり活動の推進 

 地域の協力を得て学校支援活動事業の一層の充実を図ります。また、地域と共に教

職員が教育活動に専念できる体制づくりや、市民の生きがいづくり及び地域の教育力

の向上を図ります。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○地域人材の活用 

 ★地域住民による多様な学校支援活動 

 ★地域コーディネーターへの指導・助言 

学校支援活動

事業 

（指導課） 

 

 

《施策の主題》地域ぐるみの安全体制の構築 

 子どもたちの登下校時の安全を見守る取り組みや体制を強化します。また、「こど

も１１０番の家」の協力件数の増加に努めます。 

 事 業 内 容 事務事業名 

１ 

○安全体制の充実 

 ★学校安全対策会議（年１回） 

 ★通学路等危険箇所（不審者出没箇所）の調査 

○不審者情報の提供 

 ★教育関係機関への連絡（ＦＡＸ・メール） 

 ★「よめーる」による配信 

 ★不審者マップの掲載（市ホームページ） 

○ＰＴＡとの連携による「こども１１０番の家」活動の推進 

 ★協力家庭数の拡充 

 ★児童生徒及び協力家庭への対応の周知（対応訓練の実施） 

○青色回転灯装着車両による巡回 

★不審者出没等危険箇所への予防巡回 

★不審者出没箇所への注意喚起 

○青少年の深夜徘徊等の防止対策 

 ★コンビニエンスストア等への協力依頼 

青少年育成

支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（青少年育成センター） 
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【資料】教育振興基本計画で掲げた基本方針の目標数値等 

前期計画期間：平成２５年度～平成３０年度（教育振興基本計画の計画期間を１年間延長しました） 

平成２７年度の数値は平成２８年２月に行った「市教育振興基本計画に係る中間アンケート」結果の数値 

 

基本方針の目標数値等 

＜基本方針 １＞ 

 

目 標 項 目 前期計画策定時 平成29年度（現状） 目標（平成35年度） 

全国学力・

学習状況調

査（※２） 

「人の気持ちが分かる

人間になりたいと思

う」という問いに対し、

『そう思う』『どちらか

といえばそう思う』 

小学生 92.7 ％ 

中学生 92.9 ％ 

（平成 21 年度） 

91.7 ％ 

93.5 ％ 
増加を目指します 

「人が困っているとき

は、進んで助けますか」

という問いに対し『そ

う思う』『どちらかとい

えばそう思う』 

小学生 71.8 ％ 

中学生 75.0 ％ 

（平成 21 年度） 

84.7 ％ 

83.7 ％ 
増加を目指します 

新体力テストの結果における運動能

力証交付率 

小学校男女 32.0 ％ 

中学校男子 14.0 ％ 

中学校女子 35.2 ％ 

（平成 23 年度） 

33.0 ％ 

15.0 ％ 

41.0 ％ 

増加を目指します 

スポーツ、芸術分野での活躍した人数 

（国際大会等で） 

 
２人 増加を目指します 

「学校のきまり・規則、友だちとの約

束を守っている」という質問に対し、

『そう思う』『どちらかといえば思う』 

小学生 87.8％ 

中学生 93.6％ 

（平成 23 年度） 

90.7％ 

94.5％ 
増加を目指します 

「いじめは、どんな理由があってもい

けないことだと思う」という質問に対

し、『そう思う』『どちらかといえば思

う』 

小学生 94.3％ 

中学生 92.5％ 

（平成 23 年度） 

95.9％ 

92.6％ 
増加を目指します 

※２ 全国学力・学習状況調査における、小学校６年生、中学校３年生の数値 
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＜基本方針 ２＞ 

 

目 標 項 目 前期計画策定時 平成29年度（現状） 目標（平成35年度） 

全国学力・学習状

況調査 

 

基礎基本の問題

の平均正答率 

小学校 6 年生 

全国平均とほぼ同じ 

中学校 3 年生 

全国平均とほぼ同じ 

（平成 21 年度） 

全国平均と 

ほぼ同じ  

全国平均を 

下回る 

全国平均以上を 

目指します 

活用が中心とな

る問題の平均正

答率 

小学校 6 年生 

全国平均とほぼ同じ 

中学校 3 年生 

全国平均とほぼ同じ 

（平成 21 年度） 

全国平均と 

ほぼ同じ  

全国平均を 

やや下回る 

全国平均以上を 

目指します 

千葉県標準学力検査の平均得点 

（各学年各教科において） 

小学校 

県平均とほぼ同じ 

中学校 

県平均とほぼ同じ 

（平成 21～23年度） 

県平均とほぼ同じ 

県平均を上回る 

県平均以上を 

目指します 

英語検定３級以上の取得率 

（中学校卒業まで） 

中学校 3 年生 

21.0 ％ 

（平成 23 年度） 

45.0 ％ 増加を目指します 

英語検定３級程度の英語力を有する率 

（中学校卒業まで） 

中学校 3 年生 

26.4 ％ 

（平成 25 年度） 

67.6 ％ 増加を目指します 

学校図書館での年間貸し出し冊数 

（１人当たり） 

小学校 25.7 冊 

中学校  3.4 冊 

（平成 22 年度） 

39.9 冊 

9.3 冊 
増加を目指します 

「将来の夢や目標をもっていますか」

の問いに対する肯定的な回答（※２） 

小学校 85.8 ％ 

中学校 74.3 ％ 

（平成 21 年度） 

85.3 ％ 

71.0 ％ 
増加を目指します 

学校から帰った後、一日あたり１時間

以上勉強している児童生徒の割合 

小学生 23.8 ％ 

中学生 32.8 ％ 

（平成 23 年度） 

36.1 ％ 

42.0 ％ 
増加を目指します 

「授業のわかりやすさ」という質問に

対して『良いと思う』『どちらかとい

えば良いと思う』 

小学生 78.9 ％ 

中学生 60.8 ％ 

（平成 23 年度） 

84.9 ％ 

75.7 ％ 
増加を目指します 

※２ 全国学力・学習状況調査における、小学校６年生、中学校３年生の数値 
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＜基本方針 ３＞ 

 

目 標 項 目 前期計画策定時 平成29年度（現状） 目標（平成35年度） 

「学校が楽しいか」という問いに対す

る肯定的な回答 

小学生 90.0 ％ 

中学製 81.7 ％ 

（平成 23 年度） 

（※３） 

88.9 % 

83.3 % 
増加を目指します 

不登校児童生徒の出現率 

（在籍児童生徒数に占める不登校児

童生徒数の割合） 

小学校 0.26 ％ 

中学校 2.60 ％ 

（平成 23 年度） 

0.47 ％ 

2.66 ％ 
減少を目指します 

「直近１年間でストレスが増えてい

るか」という問いに対し「増えた」と

の回答 

小学校  41.5 ％ 

中学校  41.3 ％ 

（平成 23 年度） 

41.0 ％ 

43.7 ％ 
減少を目指します 

「先生との関係」という質問に対して

『良いと思う』『どちらかといえば良

いと思う』 

小学校 77.3 ％ 

中学校 71.9 ％ 

（平成 23 年度） 

77.1 ％ 

77.2 ％ 
増加を目指します 

「学校の職員として生きがいを感じ

るか」という質問に対して、『感じる』

『どちらかといえば感じる』 

小学校 93.4 ％ 

中学校 92.8 ％ 

（平成 23 年度） 

88.2 ％ 

87.4 ％ 
増加を目指します 

「自身の学校の児童生徒の理解度」と

いう質問に対して、『大部分を理解し

ている』『だいたい理解している』 

小学校 85.7 ％ 

中学校 73.2 ％ 

（平成 23 年度） 

87.1 ％ 

74.8 ％ 
増加を目指します 

※３ 小学校５年生、中学校２年生対象アンケート調査の数値 
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＜基本方針 ４＞ 

 

目 標 項 目 前期計画策定時 平成29年度（現状） 目標（平成35年度） 

生涯学習活動に取り組んでいる人 
67.3 ％ 

（平成 18 年度） 
71.5 ％ 増加を目指します 

公民館利用者数 

167,178 人 

（平成 23 年度） 

（1 日当たり 165 人） 

162,552 人 

（160 人） 

168,700 人 

（162 人） 

図書館利用者数 

93,300 人 

（平成 23 年度） 

（1 日当たり 323 人） 

109,605 人 

（334 人） 

115,000 人 

（350 人） 

図書貸出冊数 

353,591 冊 

（平成 23 年度） 

（利用者 1 人当たり 3.8 冊） 

358,847 冊 

（3.3 冊） 

400,000 冊 

（4.0 冊） 

週１回以上運動をする成人 
48.8 ％ 

（平成 23 年度） 
51.4 ％ 増加を目指します 

 

 

＜基本方針 ５＞ 

 

目 標 項 目 前期計画策定時 平成29年度（現状） 目標（平成35年度） 

歴史民俗資料室等の見学者数 
705 人 

（平成 23 年度） 
1,277 人 1,500 人 

市民芸術公演事業等の入場者数 
2,700 人 

（平成 23 年度） 
2,309 人 4,000 人 

市民文化祭参加者数 
22,148 人 

（平成 24 年度） 
28,420 人 29,000 人 

「四街道市を『ふるさと』であると感

じるか」の質問に『感じる』『どちら

かといえば感じる』と答えた児童生徒

の割合 

小学校 64.9 ％ 

中学校 54.4 ％ 

（平成 23 年度） 

66.0 ％ 

55.1 ％ 
増加を目指します 
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＜基本方針 ６＞ 

 

目 標 項 目 前期計画策定時 平成29年度（現状） 目標（平成35年度） 

「近所の人に会った時は、挨拶をして

いるか」の問いに対する肯定的な回答 

小学校 89.1 ％ 

中学校 79.9 ％ 

（平成 21 年度） 

（※２） 

88.3 ％ 

80.9 ％ 
増加を目指します 

放課後や休日の子どもの居場所づくり 
３か所  

（平成 23 年度） 
３か所 ４か所 

「子ども１１０番の家」登録軒数 
2,401 軒 

（平成 23 年度） 
2,917 軒 3,000 軒 

市民一人一人が子どもを見守っている 
44.5 ％ 

（平成 23 年度） 
32.5 ％ 増加を目指します 

「愛の一声」運動としての街頭補導活

動の回数 

153 回 

（平成 23 年度） 
152 回 160 回 

朝食を欠食する児童生徒の割合 

小学生 9.3 ％ 

中学生 13.1 ％ 

（平成 23 年度） 

14.9 ％ 

19.5 ％ 
減少を目指します 
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教 育 委 員 会 の 予 算 と 組 織 

 

Ⅰ．平成３１年度四街道市一般会計当初予算（歳出）の状況 

（費目別歳出予算）                 

区   分 
本年度歳出予算額 

（単位：千円） 

構成比 

（％） 

対前年度比増減額 

（単位：千円） 

１．議  会  費 ２８５，１５７ 1.1 ▲１８，７８３ 

２．総  務  費 ３，２７５，９５２ 12.1 ８０，１１８ 

３．民  生  費 １２，０９１，９２６ 44.6 ６８６，２５０ 

４．衛  生  費 ２，４６０，７９２ 9.1 ▲５５，１５８ 

５．農林水産業費 １３４，６５３ 0.5 ▲２，１３１ 

６．商  工  費 １１９，１７８ 0.4 ▲２，３１５ 

７．土  木  費 ２，１３１，６８４ 7.9 ▲２０５，８７３ 

８．消  防  費 １，１４０，６９８ 4.2 ▲３，００１ 

９．教  育  費 ３，１７３，１５５ 11.7 ２９１，１３１ 

10. 災害復旧費 ２，０００ 0.0 ０ 

11. 公  債  費 ２，２５４，８０５ 8.3 ▲９０，２３８ 

12．予  備  費 ４０，０００ 0.1 ０ 

計 ２７，１１０，０００ 100.0 ６８０，０００ 
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（主な事業別歳出予算）                

教育総務課 

事務事業名 予算額（単位：千円） 掲載頁 

教育委員会表彰事業 １５０ Ｐ１７ 

小学校施設設備維持管理事業 １４９，２６２ Ｐ２０ 

中学校施設設備維持管理事業 ５０，２７９ Ｐ２０ 

中学校施設大規模改造事業 ３４９，９４８ Ｐ２０ 

 

学務課 

事務事業名 予算額（単位：千円） 掲載頁 

健康診査事業 ３６，９０４ Ｐ９、１７ 

学校保健安全事業 １８ Ｐ９ 

学校衛生管理事業 ２，９１４ Ｐ９、２０ 

少人数学級推進事業 ５４，１５６ Ｐ１１ 

小中一貫教育体制整備事業 ０ Ｐ１３ 

学校支援職員派遣事業 １０，７０４ Ｐ１５ 

外国人市民コミュニケーション支援事業 ３２４ Ｐ１５ 

生徒派遣等助成事業 ３，０００ Ｐ１５ 

中学校部活動補助事業 ２，９６８ Ｐ１５ 

児童就学助成事業 ２６，８１８ Ｐ１５ 

生徒就学助成事業 ２４，３４８ Ｐ１５ 

教育委員会表彰事業 ０ Ｐ１７ 

学校評議員事務事業 １，５３０ Ｐ１８ 

通学路安全管理事業 ０ Ｐ１９ 

学校支援事業 ２，８３８ Ｐ１９ 

学校安全管理事業 ０ Ｐ１９ 

 

指導課 

事務事業名 予算額（単位：千円） 掲載頁 

教職員研修事業 ４，４０４ 
Ｐ５、６、９、１０、１１、

１２、１７、２７ 

読書活動活性化支援事業 ２２，５３５ Ｐ５ 

教育相談体制支援事業 ７，８８２ Ｐ７、１４ 

学校体育振興事業 ６，６７７ Ｐ８、１６ 

学校給食管理運営事業 ６９２，０６３ Ｐ９、２７ 

特別支援教育推進事業 ３３，８３０ Ｐ１０、１６ 

教育支援事業 ２４８ Ｐ１０ 
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地域学習支援事業 ７，２９５ Ｐ１０、２８ 

指導事務事業 ４，３２５ Ｐ１１、１５ 

小中一貫教育推進事業 １５９ Ｐ１３ 

小学校キャリア教育推進事業 ０ Ｐ１３ 

中学校キャリア教育推進事業 １，１９９ Ｐ１３ 

外国語指導助手派遣事業 ４７，８３９ Ｐ１４ 

外国語教育推進事業 ２，９１８ Ｐ１４ 

小学校コンピュータ機器管理 

整備事業 
２，１４７ Ｐ１４ 

中学校コンピュータ機器管理 

整備事業 
１，６２９ Ｐ１４ 

教育ネットワーク基盤整備事業 ２８１，０２１ Ｐ１４、１５、１７ 

学校支援活動事業 ２，２６１ Ｐ１８、２７、３３ 

学校安全事務事業 ０ Ｐ１９ 

 

学校給食共同調理場 

事務事業名 予算額（単位：千円） 掲載頁 

共同調理場運営事業 ８０，６０８ Ｐ２７ 

 

社会教育課 

事務事業名 予算額（単位：千円） 掲載頁 

公民館管理運営事業 ８９，２９９ Ｐ２１、２６ 

社会教育支援事業 ６８８ Ｐ２１ 

市民大学講座事業 ８５６ Ｐ２６ 

生涯学習推進事業 ６２２ Ｐ２６ 

文化財保護管理事業 ２，３８０ Ｐ２８ 

歴史民俗資料施設整備事業 １，５２１ Ｐ２８ 

埋蔵文化財発掘調査事業 ３，８１０ Ｐ２８ 

市史編さん事業 ３，３８６ Ｐ２８ 

市民文化祭事業 ３，６１２ Ｐ２９ 

市民芸術公演事業 １，４３３ Ｐ２９ 

芸術文化活動支援事業 １，７８３ Ｐ２９ 

子育て学習事業 １５０ Ｐ３０ 

放課後子ども教室推進事業 １，５７８ Ｐ３１ 

成人式事業 ２，２５２ Ｐ３２ 
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 スポーツ振興課 

事務事業名 予算額（単位：千円） 掲載頁 

小中学校施設開放事業 ３，２１２ Ｐ２１、２４ 

体育施設管理運営事業 １３２，１０１ Ｐ２４ 

スポーツ普及促進事業 ３，１５７ Ｐ２４ 

総合型地域スポーツクラブ 

育成支援事業 
３，７１４ Ｐ２４ 

ガス灯ロードレース大会事業 ６，１２５ Ｐ２５ 

印旛郡市民体育大会事業 ８４６ Ｐ２５ 

体育協会事務事業 ３，０６５ Ｐ２５ 

青少年健全育成事業 ７９８ Ｐ３１ 

青少年体験活動事業 １６０ Ｐ３１ 

地域青少年活動活性化事業 １，００５ Ｐ３２ 

青少年育成活動支援事業 ３０４ Ｐ３２ 

 

図書館 

事務事業名 予算額（単位：千円） 掲載頁 

図書館管理運営事業 ２３，５５０ Ｐ２２ 

資料管理整備事業 ９２，４７１ Ｐ２２ 

読書学習推進事業 １，４９０ Ｐ２２ 

 

青少年育成センター 

事務事業名 予算額（単位：千円） 掲載頁 

青少年育成支援事業 ８，４９４ 
Ｐ７、Ｐ３１、Ｐ３２、

Ｐ３３ 
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（教育費予算の年度別推移） 

        （単位：千円、％） 

区  分 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 前年度比較 

予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 予 算 額 増減額 増減率 

全 体 額 27,090,000 25,310,000 24,860,000 26,430,000 27,110,000 680,000 2.6 

教 育 費 4,340,841 2,603,944 2,556,336 2,882,024 3,173,155 291,131 10.1 

割 合 16.0 10.3 10.3 10.9 11.7   

※予算額は、当初予算額 

Ⅱ．教育委員会の組織 

教 育 委 員 会 

教育長        髙 橋 信 彦 

教育長職務代理者   府 川 雅 司 

委員         田 中 友 季 子 

委員         須 郷 恭 子 

委員         小 舘   修 

 

              教育総務課  

              学務課  

              指導課  

                   教育サポート室 

北部学校給食共同調理場 

                  東部学校給食共同調理場 

社会教育課  

    市史編さん室 

                     四街道公民館  

                       千代田公民館 

              教育部         旭公民館 

 

                  スポーツ振興課  

 

              図書館  

              青少年育成センター 

              小学校１２校 

              中学校 ５校 


